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仙台教育事務所管内小中学校事務職員会研修部 



はじめに 

 

公的年金の支給開始年齢引き上げが行われ〃 

満額支給開始年齢が６５歳となりました。 

今後〃特別支給の退職共済年金の支給開始年齢も段階的に引き上げられることとなっており〃

定年後の生活について心配されている方や〃 

先生方から冗談まじりで相談を受けた方もあったのではないでしょうか。 

再任用制度は〃職員がそのような不安を覚えることなく職務に専念できるとともに 

長年培った能力々経験を有効に発揮できるようにするために定められたものです。 

 

しかし〃実際に再任用されている教職員の数がそれほど多くはないことや 

日ごろの業務の煩雑さもあり〃 

その制度や勤務条件等について勉強する機会や時間は 

なかなか無かったのではないかと思われます。 

 

研修部では〃再任用制度についての知識を深め〃 

再任用職員以外の職員との違いを知ることにより〃 

教員等から質問々相談を受けたときや 

同僚として勤務することとなった場合の事務処理等について 

参考になるものと考え〃研修を進めて参りました。 

 

本話題提供が〃皆様の「知層」の一層になればと思います。 
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1.制度の概要

再任用制度とは|

本格的な高齢社会の到来に対応し，高齢者の知識・経験を社会で活用するとともに，年金制度の

改正に合わせ， 6 0歳代前半の生活を雇用と年金の連携によって支えるD また，高齢職員の雇用を

促進するため， 6 0歳代前半に公務内で働く意欲と能力のある者を再任用として可能とするため，

地方公務員法等の一部を改正する法律並びに職員の再任用に関する条例により，一定の条件で退職

し，再任用を希望する者が，選考を経て採用され，年金満額支給開始年齢引き上げにあわせて更新

できる範囲内で，定められた勤務の割り振りによって勤務する制度口

宮城県教育委員会における再任用職員の現状

平成 23年 1月 1日現在，宮城県教育委員会では 52名の再任用職員が勤務している。

内訳は，

O 市町村立小中学校 1 9名(うち教員 9名，事務職員 7名，栄養職員 3名)

O 県立学校 3 2名(うち教員 3名，事務職員 5名，栄養職員 1名，

実習助手 4名，技師 19名)

O 教育委員会事務局 1名(技師)

2.任用，服務について

1 .再任用の対象者(地方公務員法第 28条の 4，公立学校職員の新再任用制度の概要 3)

( 1 ) 定年退職者

(2) 2 5年以上勤務して退職した者で、あって当該退職の日の翌日から起算して 5年を経過する

日までの間にあるもの

(3) (2) に該当する者として再任用されたことがある者

(4) (1) ~ (3)のいずれかに該当する者で，退職時に以下のいずれかに該当する者

①県費負担教職員

②県立学校職員

③教育委員会事務局職員又は学校以外の教育機関の職員

(過去に県費負担教職員又は県立学校職員で、あった者に限る。)
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2.選考・採用方法及び任期

(公立学校職員の新再任用制度運用方針 3及び4)

( 1 ) 再任用職員の選考は，従前の勤務実績等，再任用職に関する勤務意欲，健康状態及び再任

用職として配置可能な職務の有無を総合的に検討し，決定する。

( 2) 再任用職員の勤務形態の別，短時間勤務の場合の勤務時間数は，再任用の内定時に通知す

る口なお，配属先の決定は定期人事異動時に併せて行う。

( 3 ) 再任用職員の任期は，原則として，当該年の 4月 1日から翌年3月 31日までとする D

(4) 再任用職員の任期の更新は，勤務実績等により可能とするが，更新の終期については，

年金満額支給開始年齢引き上げのスケジュールに合わせて段階的に引き上げる。ただし，

年金満額受給年齢に達した年度の翌年度以降の更新は行わない。

3. 身分 (地方公務員法第 4条及び 28条の 4，公立学校職員の新再任用制度の概要 5)

地方公務員法で規定する一般職となり，服務，分限，懲戒等についても一般職員と同様

となる。また，教諭及び養護教諭にあっては，教育公務員特例法の適用になる。

4. 勤務形態(地方公務員法第 28条の 5，公立学校職員の新再任用制度の概要 6)

【小・中学校に関する勤務形態}

職

教育職員

事務職員

技術職員

5 休暇

( 1 )病気休暇

( 2) 特別休暇

( 3 )介護休暇

正規職員と同様

職名

教 諭

養護教諭

栄養教諭

王 査

技術主査

常勤

勤務形態

常勤又は短時間勤務

※ 短時間勤務の場合

週 23時間 15分

週 15時間 30分

常勤又は短時間勤務

※ 短時間勤務の場合

週 31時間

週 23時間 15分

週 15時間 30分

常勤のみ

短時間

勤務時間に反映されるものを除き，正規職員と同様
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(4)年次有給休暇

※ 4月 1日採用，翌年 3月 31日で任期終了

※ 不斉一型は省略(学校職員では中途採用，不斉一型はないため)

常勤

【使用単位]

01日または 1時間

*残日数をすべて使用する場合に限り，

分単位の端数を使用可

【付与日数1

0再任用初年(退職後すぐに任用の場合)

退職前の年休日数がそのまま付与される

04月 1日に再任用された後の翌 1月 1日

正規職員と同様

短時間

[使用単位1

0斉一型 → 1日または 1時間

*残日数をすべて使用する場合に限り，

分単位の端数を使用可

【付与日数1

0再任用初年(退職後すぐに任用の場合)

退職前の年休日数がそのまま付与される

04月 1日に再任用された後の翌 1月1日

繰越分については正規職員と同様

現年分については以下のとおり

-斉一型(不斉一型は省略)

(学校職員の勤務時間，休暇等に関する規則

第 16条第 1項第 1号)

①年休付与日数算式

|20日x1 週間の勤務日数~51 
②労働基準法で定める日数

i 別表 1 U以外

話 別 表 2

{ ~酌勤聞が 30 時間以上端

1週間の勤務日数が 5日の場合

①，②で算出した日数のうち多い方の日数を付与する

*再任用後の勤務における 1日あたりの平均勤務

時間数 (4週間を超えない期間内の勤務時間数を

同期間内の勤務日数で除して得た時間数)が退職

以前の勤務におけるそれを下回る場合で，退職時の

年次有給休暇の残日数に 1日未満の端数があると

きには，当該端数を 1日として残日数を引き継ぐ。

(人事委員会規則 8-6の運用第 16条関係)

0退職から相当期間を経過してから採用 I 0退職から相当期間を経過してから採用

新たに任用された職員として取り扱う |・斉一型 → 採用月に応じ，別表 3に定める日数

(不斉一型は省略)
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[5jrj表 1] 

1週間の勤務日の日数 4日 3日 2日

1年間の勤務日の日数 169日"""'"'216日 121日"""'"'168日 120日以下

6カ月以上 1年 6カ月未満 7日 5日 3日

1年 6カ月以上2年 6カ月未満 8日 6日 4日

務年数勤

2年 6カ月以上 3年 6カ月未満 9日 6日 4日

3年 6カ月以上4年 6カ月未満 1 0日 8日 5日

4年 6カ月以上 5年6カ月未満 1 2日 9日 6日

5年 6カ月以上 6年 6カ月未満 1 3日 1 0日 6日

6年 6カ月以上 1 5日 1 1日 7日

【別表 2] 

勤 続 年 数

6カ月以上 1年 6カ月以上 2年 6カ月以上 3年 6カ月以上 4年 6カ月以上 5年 6カ月以上 I6年 6カ月以上

1年 6カ月未満 2年 6カ月未満 3年 6カ月未満 4年 6カ月未満 5年 6カ月未満 6年 6カ月未満 l

1 0 13 1 1日 1 2日 1 4日 1 6日 1 8日 2 0日

[5jrj表 3] 

採用された月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

5日 20日 19日 17日 15日 14日 12日 10日 9日 7日 5日 4日 2日
1 
週
間

4日 16日 15日 14日 12日 11日 10日 8日 7日 6日 4日 3日 2日σ〕
務勤

日
σ〕 3日 12日 11日 10日 9日 8日 7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日

数日

2日 8日 8日 7日 6日 6日 5日 4日 4日 3日 2日 2日 1日

|事例①|

Aさんは平成 22年 3月 31日にB小学校を定年退職しました口

平成 22年 4月 1日からはC小学校に再任用職員として勤めることとなっています。

定年時 5日年休を使用したAさんの 4月 1日における年休の付与日数は何日になるでしょう

カミ?

常勤

1/ 1 

繰越

5日使用

2 0日

現年 20日

3/ 31  

→ 退職 →(そのまま移行)→

繰越 1 5日

現年 20日

ι 

4/ 1 
| 

再任用

繰越 1 5日

現年 20日

短時間

→ 1 2月 31日まで使用可



|事例②|

Aさんは平成 22年 3月 31日にB小学校を定年退職し，同年4月 1日にC小学校に再任用職員

になりました。(勤続年数30年 9月)

退職までに 5日，再任用職員になってから 20日年休を使用したAさんの，平成 23年 1月 1日

における年休の付与日数は何日になるでしょうか?

3/31 4/1 1/1 

ト--ーーーー惨|
退職 →(そのまま移行)→再任用 一一今 20日使用

繰越 1 5日 繰越 日~繰越 1 5日(前年に現年分5日使用)

現年 2 0日 現年 2 0日 現年 ?日

常勤

常勤の場合は正規職員と同様の取り扱いとなるため

現年分の付与日数は20日となります。

5 

短時間

・斉一型(不斉一型は省略)

( 1 )週 23時間 15分勤務

( 1日7時間 45分で週 3日勤務の場合)

① 年休付与日数による日数

.20日X3/5=12日

② 労働基準法で定める日数

・週 3日勤務なので別表 1を適用する。

-勤続年数30年 9月なので別表 1の 16年 6ヶ月以

上」の 13日J下欄 111日」が該当する。

①，②を比較し，① 12日>② 11日なので付与日数

は 12日になります。

(2)週 15時間 30分勤務

( 1日7時間 45分で週 2日勤務の場合)

① 年休付与日数による日数

. 2 0日X2/5=8日

② 労働基準法で定める日数

-週 2日勤務なので別表 1を適用する。

・勤続年数 30年 9月なので別表 1の 16年 6ヶ月以

上」の 12日」下欄 17日」が該当する。

①，②を比較し 3 ① 8日>② 7日なので付与日数は

8日になります。

( 3 )週 31時間勤務

( 1日7時間 45分で週4日勤務の場合)

① 年休付与日数による日数

. 20日X4/5=16日
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② 労働基準法で定める日数

-週 31時間勤務なので別表 2を適用する。

-勤続年数 30年 9月なので別表 2の["6年 6ヶ月以

上j の下欄 r2 0日」が該当する。

①， ②を比較し，① 16日<② 20日なので付与日数

は20日になりますむ



３．給与について

１．給料

（１）　再任用される職の職務内容に応じて，適用給料表及び職務の級を決定する。
（２）　各給料表の級毎に単一の額が設定されている。
（３）　短時間勤務職員は，決定給料月額を基礎に，勤務時間数に応じて決定される。
（４）　昇給はしない。

２．諸手当

　　職務に関連する手当のみ支給し，生活関連手当及び人材確保の観点の手当は支給し
　　ない。

○　支給する手当
①給料の調整額　　②通勤手当　　③特殊勤務手当　　④時間外勤務手当
⑤期末手当　　⑥勤勉手当　　⑦地域手当（異動保障を除く）
⑧休日勤務手当　　⑨夜間勤務手当　　⑩宿日直手当　　⑪災害派遣手当
⑫義務教育等教員特別手当　　⑬教職調整額　　⑭産業教育手当
⑮定時制通信教育手当

※　支給される諸手当のうち，通勤手当，特殊勤務手当，時間外勤務手当に
　　ついては，短時間勤務職員に係る特例措置が講じられること。

○　支給しない手当
①扶養手当　　②特例的に支給される地域手当　　③住居手当
④単身赴任手当　　⑤特地勤務手当（準ずる手当を含む）　　⑥寒冷地手当
⑦へき地手当（準ずる手当を含む）

３．職務の級及び給料月額等

平成２１年１２月１日現在

円

円

円

※　給料月額等は，今後，人事委員会勧告等を受け，改正される場合もある。

職位

３級

給料月額

技術主査 医療職（二） ３級

給料表

教育職（二）

職務の級

２級

主査 行政職

275,500

258,600

246,800

教諭・養護教諭・
栄養教諭
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４．給与等の支給手続きについて

　　再任用職員は，４月例月においては新規採用者と同様の取扱となるが，以下の
　　項目について注意が必要です。

① 氏名住所等　　　　⇒　３月例月時の内容が登録されている。
② 所得税控除データ　⇒　同上
③ 寒冷地手当　　　　⇒　「９９」で登録されている。
④ 支給されない手当　⇒　ＯＣＲ等で報告しない。

※　再任用採用時に「基本資料報告」で登録される

　　　教育業務連絡指導手当支給対象の主任・特担発令の場合はＫ０２（身分・職名等
　　修正報告書）を，特担発令の場合にはさらにＫ０４（諸手当等修正報告書）を提出
　　する。
　　　短時間勤務職員のうち，１日の勤務時間が７時間４５分未満に割り振られている
　　職員の時間外勤務手当について，１００／１００　の時間外勤務がある場合は，
　　ＯＣＲ用紙（Ｋ５１）では報告できないので，「再任用短時間勤務職員時間外勤務
　　等実績報告書」を例月提出期限までに，教育事務所経理班に提出する。

５．その他　留意点

①　通勤手当について

　　　年間の通勤所要回数を１２で除して得た数を「平均１箇月当たりの通勤所要回数」
　　とする。
　　（人事委員会規則７－３８（通勤手当）の運用について　第１２条関係）

平成２２年版必携P.1170
　　平均１箇月当たりの通勤所要回数が１０回に満たない職員の通勤手当は，５０／１０
　　０に減額される。
　　（職員の給与に関する条例第１１条の７第２項第２号）平成２２年版必携P.753

　　（人事委員会規則７－３８（通勤手当）　第１２条第１項第１号）平成２２年版必携P.1160

②　期末勤勉手当について

○　期末手当

期別支給割合
平成２１年１２月１日現在

６５
１００

○　勤勉手当

　再任用職員の勤勉手当については一般職員の予算総原資に含めず別葉にして
計算する。
　成績率は，総原資の範囲内で決定する。

（平成２１年１２月１日現在）

６月１日 １２月１日基準日

割　合
８５

１００

変更があれば

修正してＯＣＲを

提出する。

8



③　時間外勤務手当について

（１）常勤職員　－　正規職員と同様

（２）短時間勤務職員
　ａ．正規の勤務時間を超えての勤務

①　正規の勤務時間が割り振られた日の勤務（休日勤務手当が支給となる日の
　　勤務を除く）で，正規の勤務時間と正規の勤務時間を超える勤務時間の合
　　計が７時間４５分に達するまで

１００
１００

②　正規の勤務時間が割り振られた日の勤務（休日勤務手当が支給されること
　　となる日の勤務を除く）で，正規の勤務時間と正規の勤務時間を超える勤
　　務時間の合計が７時間４５分を超えた場合

１２５
１００

③　上記以外の勤務
１３５
１００

ただし，正規の勤務時間を超えて勤務した時間が午後１０時から翌日の午前５
時までの間の場合については，次の割合を加算する

２５
１００

　ｂ．週の割振り変更前の正規の勤務時間を超えての勤務
　　　（週休日の振り替え後）

①　割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と割振り変更前の
　　正規の勤務時間との合計が，３８時間４５分に達するまで

　　・時間外勤務手当は支給しない

②　割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と割振り変更前の
　　正規の勤務時間との合計が３８時間４５分を超えた場合

２５
１００

※　正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が１箇月について６０時間を超えた
　　場合の６０時間を超えて勤務した時間については支給割合が異なる。

　ただし，時間外勤務代休時間を指定され，その指定された時間に勤務しな
かったときは，代休時間に代えられた時間外勤務の時間について，支給割合
の引上げ分の支給を要しない。

支給割合

支給割合

支給割合

支給割合

加算割合
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再任用職員給与支給明細書

仙台　太郎 ○ 事務職員：主査（再任用）
○ 給料月額：206,880円
○ 勤務場所：名取市立美田園小学校（名取市内）
○ 勤務態様：１週間当たり７時間４５分×４日（月曜日～木曜日勤務）
○ 扶養親族：配偶者と大学１年（１９歳）の娘一人
○ 住居：借家に住んでおり、月々の家賃は50,000円
○ 通勤：自家用車で４．４ＫＭ　手当額は4,100円で非課税
○ 社会保険：共済組合任意継続組合員、雇用保険加入、年金受給

2010－06 3240101011 氏名（カナ） 199,019 3,103 4,100

206,222

1,500 1,237 2,737 203,485

①３．８％カット有り
②扶養手当支給無し
③住居手当支給無し

2010－06 220,482 220,482

143,313 77,168 220,481 4,380 1,323

5,703 214,778 2 2 100 100

④３級職なので加算５％有り

控除額合計 現金支給額
所得税上の
扶養親族数 税率

期末特別手当 勤勉手当 総支給額
健康保険・
短期掛金

厚生年金・
長期掛金

氏名（カナ）
センダイ　タロウ

氏名（漢字）
仙台　太郎

在職期間率 勤務期間率

介護掛金 所得税控除
財形貯蓄
年金控除 貸付弁済金差押控除

職員コード
3240101011

期末手当 雇用保険料

所得税 住民税 貸付弁済金 差押控除 財形控除 雇用保険料 控除額合計 現金支給額介護保険料

　
支給月 ④期末手当
基礎

期末勤勉特別手当
基礎 勤勉手当基礎

給与
支給月 職員コード 氏名（漢字）

仙台　太郎

センダイ　タロウ

①給料
（含調整額）

③住居手当
時間外勤務
手当（１）

特地勤務手当
へき地手当 産業教育手当

農林漁業
普及手当

教職調整額 地域手当 管理職手当
初任給調整

手当

単身赴任手当

通勤手当

総支給額 短期掛金 長期掛金

特殊勤務手当
（日額）

健康保険料
厚生年金
保険料

時間外勤務
手当（２） 休日勤務手当

②扶養手当

夜間勤務手当 宿日直手当
管理職員特別
勤務手当

期末・勤勉
手当

定時制通信
教育手当

特殊勤務手当
（月額）

寒冷地手当

義務教育等
教員特別手当

１０
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様式  １１  

平成２２年度  再任用職員名簿  

 
 

＜記入例＞  所属名  名取市立美田園小学校 

 コード  ７３０７９９ 

職名  
氏      名  

 

職  員  番  号  

勤   務   形   態   

退職時所属名  

常  勤  

短  時  間  勤  務  

１週間当たり  

の勤務時間  

平均１箇月当たり  

の通勤所要回数  コ  ー  ド  

主査 
仙台 太郎 

３２４０１０１０１１ 
 

３１時間  

分  
１６回 

名取市立杜せきの
した小学校 

７３０７８８ 

   
時間  

分  
  

   
時間  

分  
  

   
時間  

分  
  

   
時間  

分  
  

   
時間  

分  
  

   
時間  

分  
  

   
時間  

分  
  

   
時間  

分  
  

   
時間  

分  
  

 
   

  ※  勤務形態について，該当欄を○印するとともに短時間勤務職員の場合は，１週間当た  
 りの勤務時間及び平均１箇月当たりの通勤所要回数を記入のこと。  



別紙様式第２号 

時間外勤務，休日勤務及び夜間勤務命令簿（短時間勤務職員等） 

  ２２年  ７月 

 

正 規 の 勤 務 時 間 

曜日 勤  務  時  間 勤務時間数  

日    時   分から   時   分まで     時間 

月   ８時 １５分から １６時 ４５分まで ７時間４５分 

火   ８時 １５分から １６時 ４５分まで ７時間４５分 

水   ８時 １５分から １６時 ４５分まで ７時間４５分     

木   ８時 １５分から １６時 ４５分まで ７時間４５分      

金    時   分から   時   分まで     時間 

土    時   分から   時   分まで     時間 

 

勤    務    命    令 勤  務  時  間  等  確  認 勤   務   の   区   分 

 

 

命令 

 

 

権者 

 

 

印 

勤務 

 

命令 

 

日 

 

(曜日) 

勤務命令時間 

従 事 事 務 内 容 

勤 務 時 間 

従事 

 

 

 

 

 

者印 

直接 

 

 

監督 

 

 

者印 

命令 

 

 

権者 

 

 

印 

時  間  外  勤  務 

休 日 

勤 務 

 

100/100 

125/100 135/100 

25/100 

月 60時間超過 

累 計 

 

うち休憩時間 うち休憩時間 正規の勤務時間を割り振られた日  正規 の勤

務 時 間 を

割り振られ

た日以外 

同一週を 

超 え る 

割振変更 

正規の勤務時間と 

時間外勤務の合計が 

7時間 45分まで 

左以外 

始 期 終 期 始 期 終 期 150/100 160/100 

う ち 日曜

日等を除

く 
150/100 150/100 150/100 

50/100 
175/100 175/100 175/100 

○印  
１ 

(木) 

時間 分 

１６：４５ 

時間 分 

１９：００ 給与関係事務 

時間 分 

1６：４５ 

時間 分 

１９：００ ○印   ○印  

時間 分 

 

時間 分 

２：００ 

時間 分 

： 

時間 分 時間   分 

： 

時間 分 

： 

時間 分 

： 

時間 分 

 

時間 分 

２：００ 

時間 分 

 

時間 分 

 

１６：４５ １７：００ １６：４５ １７：００ ： ： ： ： ： ２：００ 

 
 

(  ) 

： ：  ： ： 
   ： 

： ： 
： 

： ： ： 
： 

： 
： ： 

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 

 
 

(  ) 

： ： 
 

： ： 
   ： 

： ： 
： 

： ： ： 
： 

： 
： ： 

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 

 
 

(  ) 

： ： 
 

： ：    
： 

： ： 
： 

： ： ： 
： 

： 
： ： 

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 

 
 

(  ) 

： ：  ： ：    
： 

： ： 
： 

： ： ： 
： 

： 
： ： 

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 

合                  計 ： 
２：００ ： 

： 
： ： ： 

：  ： ： 
： ： ： ： ： 

時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間     
： ： ： 

： 
 

  
： ： ： 

 

勤務部（局）課（所） 職   名 氏名及び職員番号 

名取市立美田園小学校 主査 
仙台 太郎 

３２４０１０１０１１ 一週間の正規 

 

の勤務時間数 

 

  ３１時間 

夜 間 

勤 務 

： ： ： ： ： 
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再任用短時間勤務職員時間外勤務等実績報告書
　平成　　　　年　　　　月　　　　日

（所属長）

職員番号

氏名

支出する
所属コード

支出する所属名

会計
コード

款 項 目

支出科目コード

１２５

時間外勤務時間数

１００

１５０

１００

２５

１００
休日 夜間

１３５

１００ １００

１６０

１００

１００

枚中　　　　枚目　　

処
理
指
定
コ
ー

ド

予算主務課

記入者
氏　名印

1
3
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４．旅費について 

 

１．旅費に関する条例として 

 

１．職員等の旅費に関する条例 

２．職員等の旅費に関する条例運用方針 

３．職員等の旅費支給規則 

４．職員等の旅費支給規定 

５．職員等の旅費支給規定運用方針 

６．宮城県教育委員会に属する職員等の旅費及び費用弁償の支給規則 

７．宮城県教育委員会に属する職員等の旅費及び費用弁償の支給規則の運用方針 

 

上記１～７の定めるところにより，一般職員と同様の扱いをする。 

 

２．再任用者の旅費に関する事務手続 

 

 １．旅費債権債務者登録（変更）届出書 → 提出 

 

 ２．旅費氏名登録           → 新たな勤務先・職位の変更 

                      職務の級が変更となるため提出 

 

 ３．赴任旅費             → 支給される 

 

 ４．一般旅費 

     

    通常に処理をする 



１.退職後の健康保険選択について

　　　退職すると勤務形態が週３８時間４５分の再任用職員を除き，共済組合員としての資格を失う。し

　　かし，国民は必ずいずれかの医療保険に属さなければならない。

　　　そのため，いずれかの医療保険制度に加入することになる。再任用職員となった場合は，勤務形態

　　により，以下の保険に強制的または選択して加入することとなる。

任意継続組合員 退職後も引き続き従来の保険に加入し在職中と同じように短期給付を受ける制度

１．加入資格　　　　　　　退職の日の前日までに引き続き１年（退職日を含めて１年と１日）以上の組合員

であることが必要。

２．加入手続　　　　　　退職の日から起算して２０日以内に支部に申し出るとともに任意継続掛金を払い

込む。

３．組合員証の交付 　直接自宅へ送付される。

４．給付の内容　 　組合員と同様の短期給付を受けることができる

５．任意継続掛金 掛金の算定の標準となる額Ａ×掛金率Ｂ＝掛金月額

４０歳～６４歳

短期掛金率　　74   /1000

介護掛金率　　 9.72/1000

３９歳以下

短期掛金率　　74   /1000

※給料の額＝給料月額＋教職調整額＋給料の調整額

６．医療給付率

７．掛金の振込方法 　１２か月前納（割引適用）・６カ月前納（割引適用）・各月払い

から選択になる。

８．年金 　非加入

社会保険

１．加入資格　　　　　　　７５歳未満

　１週当たり常勤職員の４分の３以上勤務の場合は強制的に加入(一般組合員を除く)

２．加入手続　　　　　　就職届書（被保険者等資格取得届）を教育事務所へ提出

３．組合員証の交付 　所属を経由して本人へ交付

４．医療給付率 　７０歳未満　　　　　　　　７割

　７０歳以上７５歳未満の者　８割（一定以上所得者相当は７割）

５．保険料 　保険料額表参照（Ｐ．２２）

６．年金 　厚生年金に加入することになる。保険料額表参照（Ｐ．２１）

平成２２年４月現在

5.福利厚生について

掛金の算定の標準となる額Ａ

（a,b,cのいずれか少ない額）

ａ　退職時の給料の額（退職した月の初日の給料の額）

ｂ　組合員期間が１５年以上であり，
　　かつ５５歳以上で退職の場合は
　　給料の額の３割を控除した額

ｃ　組合員の平均給料月額（３７８,０００円）

掛金率Ｂ

外来・入院

７割負担

８割負担

一般８割・一定以上所得７割

対象者

７０歳未満の組合員・被扶養者

義務教育就学前までの被扶養者

７０歳以上７５歳未満組合員・被扶養者
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国民健康保険

１．加入資格　　　　　　　１週当たり常勤職員の４分の３未満勤務の場合

(共済組合員及び健康保険等の被保険者並びに被扶養者以外の方はすべて加入となる)

２．加入手続　　　　　　退職した翌日から１４日以内に居住地の市区町村の国民健康保険担当窓口で手続

きをする。

３．必要書類 　国民健康保険被保険者異動届（市町村によっては名称がことなる）

　共済組合資格喪失証明書

４．医療給付率　 　７０歳未満　　　　　　　　７割

　７０歳以上７５歳未満の者　８割（一定以上所得者相当は７割）

５．保険料（税） 　世帯ごとに市町村が算定した額に基づいて保険料（税）・介護保険料として請求

６．年金 　非加入

　　※　常勤職員は，公立学校共済組合に継続加入し，短期給付及び長期給付が適用される。

健康保険の選択

（1)勤務形態　週３８時間４５分　（各職種）
  ①夫婦ともに組合員で同時退職後一方が再任用の場合

勤続３６年

※ ※

  ②夫婦ともに組合員で一方が退職後再任用の場合

勤続３６年

（２)勤務形態　週３１時間勤務　（事務職員）
  ①夫婦ともに組合員で同時退職後一方が再任用の場合

勤続３６年

※ ※

3/31で退職 任用終了

国民健康保険

会社等の健康保険

妻（退職）

妻（退職）

3/31で退職

翌年の３月３１日で

任用終了

3/31で退職

夫（退職後再任用）

夫（退職後再任用）

夫（退職後再任用）

妻（現職）

任用終了

翌年の３月３１日で

翌年の３月３１日で

国民健康保険

会社等の健康保険

被扶養者

一般組合員

一般組合員

被扶養者

任意継続組合員

国民健康保険

会社等の健康保険

任意継続組合員

国民健康保険

被扶養者

任意継続組合員

国民健康保険

会社等の健康保険

任意継続組合員

国民健康保険

一般組合員 一般組合員

被扶養者

任意継続組合員

任意継続組合員

国民健康保険

被扶養者

任意継続組合員

社会保険
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  ②夫婦ともに組合員で一方が退職後再任用の場合

勤続３６年

（３)勤務形態　週２３時間１５分勤務　（教育職員・事務職員）
  ①夫婦ともに組合員で同時退職後一方が再任用の場合

勤続３６年

※ ※

※民間等の会社へ再就職する場合は所属の会社の健康保険に加入できることもある。

２.退職共済年金について

60

生まれの人 歳

61

生まれの人 歳

62

生まれの人 歳

63

生まれた人 歳

64

生まれた人 歳

　

65

歳

会社等の健康保険

一般組合員

社会保険

特別給付の退職共済年金

昭和３４年４月２日～３６年４月１日

昭和３６年４月２日以降生まれの人

昭和３２年４月２日～３４年４月１日

老齢基礎年金

老齢基礎年金

老齢基礎年金

退職共済年金

被扶養者

任意継続組合員

国民健康保険

一般組合員

妻（退職）

夫（退職後再任用）

妻（現職）

昭和２８年４月２日～３０年４月１日

昭和３０年４月２日～３２年４月１日

６５歳から支給されます。

夫（退職後再任用）

翌年の３月３１日で

翌年の３月３１日で

3/31で退職

3/31で退職 任用終了

任用終了

・本来支給の退職共済年金…

生年月日に応じて支給されます。（下図参照）・特別支給の退職共済年金…

昭和２４年４月２日～２８年４月１日

老齢基礎年金

※昭和３６年４月２日以降生まれの方から特別支給の退職共済年金の支給はなくなる。

老齢基礎年金

老齢基礎年金

任意継続組合員

国民健康保険

任意継続組合員
任意継続組合員の被扶養者

国民健康保険

会社等の健康保険

任意継続組合員

国民健康保険

任意継続組合員
任意継続組合員の被扶養者

国民健康保険

退職共済年金

退職共済年金

退職共済年金

退職共済年金

退職共済年金
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（１）受給要件

１．１年以上の組合員期間を有すること

２．組合員期間等が２５年以上であること

３．６０歳以上６５歳未満であること
　※　組合員期間　　：　公立学校共済組合員の他，国家公務員等他の公務員期間を合算した期間

　　　組合員期間等　：　組合員期間及び厚生年金期間等他の公的年金制度加入期間を合算した期間

（２）年金の支給停止と一部支給

①　次の被保険者である間，再任用後の給与と年金を合計した収入額により，年金の支給が停止される。

　　１．厚生年金保険

　　２．私立学校共済組合

　　３．国会議員及び地方議会議員

※１　給料の月額にその月以前１年間のボーナスの１／１２を加えた額

※２　１月分の年金額。ただし職域年金相当部分及び加給年金額を除く。

②　常勤の職員で，公立学校共済組合の組合員の場合

　　　　　　年　　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　給　　　与

退職共済年金の年金額×１／１２　＋　（給料※１＋過去１年間のボーナス等の額×１／１２）の

総額・・・Ｓとすると

　Ａ　Ｓが２８万円を超える場合

　　イ　年金が２８万円を超える場合

　　　　ａ　給与が４７万円を超える場合

　　　　　　年金－（給与－４７万円×１／１２）の額が支給される。

　　　　ｂ　給与が４７万円以下の場合

　　　　　　年金－給与×１／２の額が支給される。

　　ロ　年金が２８万円以下の場合

　　　　ｃ　給与が４７万円を超える場合

　　　　　　年金－｛（４７万円＋年金－２８万円）×１／２＋（給与－４７万円）｝

　　　　　の額が支給される。

　　　　ｄ　給与が４７万円以下の場合

　　　　　　年金－（給与＋年金－２８万円）×１／２の額が支給される。

　Ｂ　Ｓが２８万円以下の場合・・・職域年金相当分を除き，年金は支給される。

　　※　実際に支払われた給料でなく，掛金の標準となった給料の額のことをいい，

　　　１．２５を乗じた額となる。

３.退職手当について

　　退職した職員が引続いて公務員として再就職した場合で勤続期間が通算されるときや懲戒免職の処分
　を受けたとき等には支給されない。また定年退職後に再任用されている職員が退職したときも支給され

　ない。

定年退職後

支給有り

停止額＝｛基準収入月額相当部分（※１）＋基本月額（※２）－４７万円｝×１／２×１２月

支給無し退職手当支給の有無

再任用後の退職
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４.雇用保険の加入について

　加入条件

　・３１日以上引き続き雇用が見込まれるもの。

　・週２０時間以上勤務の再任用期間中は加入することになる。

平成２２年４月１日現在

　　

その後再就職先を退職した場合で求職活動をしている方は雇用保険から失業給付が支給される場合がある。

１．手続きの場所 　住所地の管轄のハローワーク（公共職業安定所）

２．受給条件 　離職した日以前の２年間の間に，被保険者期間が通算して１２ヶ月以上あること

３．受給期間 　原則として離職した日の翌日から１年間

（基本手当を受給できる期間）

４．給付日数

５．必要書類 ・雇用保険被保険者離職票－１

・雇用保険被保険者離職票－２

・雇用保険被保険者証

・運転免許証または写真付きの住民基本台帳カード

　【どちらもない場合，下記①②の２種類】

　　①　住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証

　　②　住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基

　　　　本台帳カード等

・写真２枚（たて３cm×よこ２．５cm程度の正角上半身のもの）

・印鑑（スタンプ印は不可）

・本人名義の普通預金通帳（郵便局を除く）

　６５歳未満で退職共済年金を受給している人が求職の申込みをしたときは，その求職の申込みを行った

日の属する月の翌月から退職共済年金は支給停止（職域年金相当部分の額を除く）になる。待機期間や給

付制限期間中は基本手当を支給されないが，基本手当を受給したとみなされ，年金が支給停止される。ハ

ローワークに求職の申込みをする際は事前に基本手当の額を試算し退職共済年金との額と比較してどちら

を受給するか決定する。

５.その他

（２）公務災害

常勤・短時間勤務ともに地方公務員災害補償基金の対象となる。

傷病手当金 １年以上組合員であった方が病気のために欠勤したまま退職したとき

出産費 １年以上組合員であった方が退職後６月以内に出産したとき

埋葬料 退職後３カ月以内に死亡したとき

退職後及び任意継続組合員喪失後に適用になるものは下記のとおりである。

種類 条件・内容

被保険者負担率

（１）退職後及び任意継続組合員喪失後の短期給付金

給与総額×６／１,０００

被保険者であった期間

全年齢共通

１０年未満

９０日

１０年以上２０年未満

１２０日

２０年以上

１５０日
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（３）各種連絡先

１．年金受給中の届け出・手続き・窓口など

　　公立学校共済組合本部　年金部

　　　〒１０１－００６２　東京都千代田区神田駿河台２－９－５

　　　☎０３－５２５９－１１２２

２．健康保険の加入や保険料の納付の手続き

　　お住まいの管轄の年金事務所

      仙台北年金事務所（仙台市のうち青葉区,泉区,黒川郡）

　　　〒９８０－８４２１　宮城県仙台市青葉区宮町４－３－２１

　　　☎０２２－２２４－０８９２

      仙台東年金事務所（仙台市のうち宮城野区,塩竈市,多賀城市,宮城郡）

　　　〒９８３－８５５８　宮城県仙台市宮城野区宮城野３－４－１

　　　☎０２２－２５７－６１２１

      仙台南年金事務所（仙台市のうち若林区,太白区,名取市,岩沼市,亘理郡）

　　　〒９８２－８５３１　宮城県仙台市太白区長町南１－３－１

　　　☎０２２－２４６－５１１７

３．健康保険の給付や任意継続等に関する手続き

    全国健康保険協会（協会けんぽ)宮城支部

　　　〒９８０－８５６１　宮城県仙台市青葉区国分町３－６－１仙台パークビル８階

　　　☎０２２－７１４－６８５０
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全 額 折 半 額 全 額 折 半 額
等級 月 額 日 額 16.058％ 8.029％ 16.696％ 8.348％

円以上 円未満
1 98,000 3,270 ～ 101,000 15,736.84 7,868.42 16,362.08 8,181.04
2 104,000 3,470 101,000 ～ 107,000 16,700.32 8,350.16 17,363.84 8,681.92
3 110,000 3,670 107,000 ～ 114,000 17,663.80 8,831.90 18,365.60 9,182.80
4 118,000 3,930 114,000 ～ 122,000 18,948.44 9,474.22 19,701.28 9,850.64
5 126,000 4,200 122,000 ～ 130,000 20,233.08 10,116.54 21,036.96 10,518.48
6 134,000 4,470 130,000 ～ 138,000 21,517.72 10,758.86 22,372.64 11,186.32
7 142,000 4,730 138,000 ～ 146,000 22,802.36 11,401.18 23,708.32 11,854.16
8 150,000 5,000 146,000 ～ 155,000 24,087.00 12,043.50 25,044.00 12,522.00
9 160,000 5,330 155,000 ～ 165,000 25,692.80 12,846.40 26,713.60 13,356.80
10 170,000 5,670 165,000 ～ 175,000 27,298.60 13,649.30 28,383.20 14,191.60
11 180,000 6,000 175,000 ～ 185,000 28,904.40 14,452.20 30,052.80 15,026.40
12 190,000 6,330 185,000 ～ 195,000 30,510.20 15,255.10 31,722.40 15,861.20
13 200,000 6,670 195,000 ～ 210,000 32,116.00 16,058.00 33,392.00 16,696.00
14 220,000 7,330 210,000 ～ 230,000 35,327.60 17,663.80 36,731.20 18,365.60
15 240,000 8,000 230,000 ～ 250,000 38,539.20 19,269.60 40,070.40 20,035.20
16 260,000 8,670 250,000 ～ 270,000 41,750.80 20,875.40 43,409.60 21,704.80
17 280,000 9,330 270,000 ～ 290,000 44,962.40 22,481.20 46,748.80 23,374.40
18 300,000 10,000 290,000 ～ 310,000 48,174.00 24,087.00 50,088.00 25,044.00
19 320,000 10,670 310,000 ～ 330,000 51,385.60 25,692.80 53,427.20 26,713.60
20 340,000 11,330 330,000 ～ 350,000 54,597.20 27,298.60 56,766.40 28,383.20
21 360,000 12,000 350,000 ～ 370,000 57,808.80 28,904.40 60,105.60 30,052.80
22 380,000 12,670 370,000 ～ 395,000 61,020.40 30,510.20 63,444.80 31,722.40
23 410,000 13,670 395,000 ～ 425,000 65,837.80 32,918.90 68,453.60 34,226.80
24 440,000 14,670 425,000 ～ 455,000 70,655.20 35,327.60 73,462.40 36,731.20
25 470,000 15,670 455,000 ～ 485,000 75,472.60 37,736.30 78,471.20 39,235.60
26 500,000 16,670 485,000 ～ 515,000 80,290.00 40,145.00 83,480.00 41,740.00
27 530,000 17,670 515,000 ～ 545,000 85,107.40 42,553.70 88,488.80 44,244.40
28 560,000 18,670 545,000 ～ 575,000 89,924.80 44,962.40 93,497.60 46,748.80
29 590,000 19,670 575,000 ～ 605,000 94,742.20 47,371.10 98,506.40 49,253.20
30 620,000 20,670 605,000 ～ 99,559.60 49,779.80 103,515.20 51,757.60

●　賞与に係る保険料について

●　被保険者負担分（厚生年金保険料額表の折半額）に円未満の端数がある場合

　　　納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額となります。ただし、その合算した金額に

　　 ５０銭以上の場合は切り上げて１円となります。

　○　厚生年金保険料率（平成２２年９月１日～平成２３年８月３１日　適用）

　　　　 ※児童手当拠出金については事業主が全額負担することとなります。

　　　　坑内員・船員の被保険者　…16.696％　（厚生年金基金加入員　…11.696％～14.296％）

　　①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が５０銭以下の場合は切り捨て、
　　 ５０銭を超える場合は切り上げて１円となります。
　　②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が５０銭未満の場合は切り捨て、

　○　児童手当拠出金率　　　　  …0.13％

　　（注）①、②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。

　　円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。

報 酬 月 額
標 準 報 酬

○平成２2年９月分からの厚生年金保険料額表
一 般

(厚生年金基金加入員を除く）
坑 内 員 ・ 船 員

(厚生年金基金加入員を除く）

　　　　一般の被保険者等　　　　…16.058％　（厚生年金基金加入員　…11.058％～13.658％）

●　納入告知書の保険料額について

　　　　賞与に係る保険料は、賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額（標準賞与額）に、保険料率を乗じた額
　　　になります。また、標準賞与額には上限が定められており、厚生年金保険と児童手当拠出金は１か月あたり１５０万円が
　　　上限となります。

　　　全額負担いただくことになります。この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び

●　児童手当拠出金について

●　健康保険組合における保険料額等については、加入する健康保険組合へお問い合わせください。

●　全国健康保険協会管掌健康保険の都道府県別の保険料率については、平成２２年４月納付分から改定されて

　（http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html）

　　　　厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、子ども手当等の支給に要する費用の一部として児童手当拠出金を

　　　標準賞与額に拠出金率（０．１３％）を乗じて得た額の総額となります。

　 おりますので、全国健康保険協会の各都道府県支部にお問い合わせください。また、全国健康保険協会管掌
　 健康保険の保険料率及び保険料額表は、全国健康保険協会から示されております。

(単位：
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